
内
閣
衆
質
一
五
三
第
三
七
号

平
成
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年
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二
月
二
十
五
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小
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議

長
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貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
川
田
悦
子
君
提
出
血
液
製
剤
の
安
全
性
と
安
定
的
供
給
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
五
日
受
領

答

弁

第

三

七

号



衆
議
院
議
員
川
田
悦
子
君
提
出
血
液
製
剤
の
安
全
性
と
安
定
的
供
給
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

医
薬
品
の
製
造
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十

四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
名
称
、
成
分
、
分
量
、
構
造
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、
効
果
、
副
作
用
等
を
審
査
し
て
行

っ
て
お
り
、
特
に
遺
伝
子
組
換
え
製
剤
の
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
際
の
指
針
と
し
て
示
し

て
い
る「
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
を
応
用
し
た
タ
ン
パ
ク
質
生
産
に
用
い
る
細
胞
中
の
遺
伝
子
発
現
構
成
体
の
分
析
に
つ
い
て
」

（
平
成
十
年
一
月
六
日
付
け
医
薬
審
第
三
号
厚
生
省
医
薬
安
全
局
審
査
管
理
課
長
通
知
）
、
「
生
物
薬
品
（
バ
イ
オ
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
応
用
医
薬
品
／
生
物
起
源
由
来
医
薬
品
）
の
安
定
性
試
験
に
つ
い
て
」
（
同
日
付
け
医
薬
審
第
六
号
厚
生
省
医
薬
安

全
局
審
査
管
理
課
長
通
知
）
、
「
ヒ
ト
又
は
動
物
細
胞
株
を
用
い
て
製
造
さ
れ
る
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
応
用
医
薬
品
の
ウ

イ
ル
ス
安
全
性
評
価
」
（
平
成
十
二
年
二
月
二
十
二
日
付
け
医
薬
審
第
三
百
二
十
九
号
厚
生
省
医
薬
安
全
局
審
査
管
理
課
長

通
知
）
及
び
「
生
物
薬
品
（
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
応
用
医
薬
品
／
生
物
起
源
由
来
医
薬
品
）
製
造
用
細
胞
基
材
の
由
来
、

調
整
及
び
特
性
解
析
」
（
同
年
七
月
十
四
日
付
け
医
薬
審
第
八
百
七
十
三
号
厚
生
省
医
薬
安
全
局
審
査
管
理
課
長
通
知
）
を

踏
ま
え
、
製
造
工
程
で
用
い
ら
れ
る
材
料
を
含
め
て
国
際
的
な
基
準
を
満
た
す
安
全
性
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
薬
事
・
食

一



品
衛
生
審
議
会
に
お
け
る
専
門
家
に
よ
る
十
分
な
審
議
を
経
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
安
全
性
の
確
保
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
ま
た
、
既
に
承
認
を
受
け
て
い
る
遺
伝
子
組
換
え
製
剤
に
係
る
安
全
性
評
価
に
つ
い
て
も
、
科
学
技
術
の
進
歩
に

合
わ
せ
、
必
要
に
応
じ
て
見
直
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
ヒ
ト
又
は
動
物
由
来
成
分
を
原
料
と
し
て
製
造
さ

れ
る
医
薬
品
等
の
品
質
及
び
安
全
性
確
保
に
つ
い
て
」
（
同
年
十
二
月
二
十
六
日
付
け
医
薬
発
第
千
三
百
十
四
号
厚
生
省
医

薬
安
全
局
長
通
知
）
に
よ
り
、
製
造
業
者
及
び
輸
入
販
売
業
者
に
対
し
、
品
質
及
び
安
全
性
に
関
す
る
自
主
点
検
を
行
う
と

と
も
に
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
、
平
成
十
四
年
三
月
末
日
ま
で
に
法
第
十
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
承
認
事

項
一
部
変
更
承
認
申
請
を
行
う
よ
う
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

牛
、
羊
等
に
由
来
す
る
原
料
（
以
下
「
ウ
シ
等
由
来
原
料
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
「
ウ
シ
等
由
来
物
を
原
料
と
し

て
製
造
さ
れ
る
医
薬
品
等
の
品
質
及
び
安
全
性
確
保
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
二
年
十
二
月
十
二
日
付
け
医
薬
発
第
千
二
百
二

十
六
号
厚
生
省
医
薬
安
全
局
長
通
知
。
以
下
「
局
長
通
知
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
「
Ｂ
Ｓ
Ｅ
が
発
生
し
て
い
る
国
」
と
さ

れ
て
い
る
英
国
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
等
十
か
国
及
び
「
Ｂ
Ｓ
Ｅ
の
リ
ス
ク
の
高
い
国
」
と
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
、
ス
ペ
イ
ン
等
二

せ
き

十
一
か
国
を
原
産
国
と
す
る
ウ
シ
等
由
来
原
料
並
び
に
原
産
国
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
脳
、
脊
髄
等
の
部
位
を
使
用
し

た
ウ
シ
等
由
来
原
料
の
医
薬
品
等
へ
の
使
用
を
認
め
な
い
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
遺
伝
子
組
換
え
第
�
因
子
製
剤

二



「
コ
ー
ジ
ネ
イ
ト
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
製
造
工
程
で
用
い
ら
れ
る
培
地
成
分
と
し
て
、
ウ
シ
に
由
来
す
る
ウ
シ
イ
ン
ス
リ

ン
及
び
バ
ク
ト
ト
リ
プ
ト
ン
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
、
局
長
通
知
に
お
い
て
使
用
を
認
め
な
い
こ
と
と
し
た
ウ

シ
等
由
来
原
料
に
は
該
当
し
な
い
。

遺
伝
子
組
換
え
第
�
因
子
製
剤
「
コ
ー
ジ
ネ
イ
ト
」
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ヒ
ト
血
清
ア
ル
ブ
ミ
ン
に
つ
い
て
は
、
平
成
十

三
年
三
月
に
バ
イ
エ
ル
社
か
ら
、
ハ
イ
リ
ス
ク
と
考
え
ら
れ
る
供
血
者
の
除
外
、
供
血
者
に
対
す
る
ウ
イ
ル
ス
及
び
ク
ロ
イ

ツ
フ
ェ
ル
ト
・
ヤ
コ
ブ
病
の
検
査
等
を
行
っ
て
い
る
と
の
報
告
を
受
け
て
お
り
、
現
在
の
科
学
的
水
準
に
照
ら
し
て
安
全
性

に
お
い
て
問
題
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

遺
伝
子
組
換
え
製
剤
の
製
造
又
は
輸
入
の
承
認
に
当
た
っ
て
は
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
に
、
安
全
性
評
価
等
に
関

す
る
各
種
の
指
針
を
示
す
こ
と
等
に
よ
り
、
そ
の
安
全
性
の
確
保
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
医
薬
品
の
輸
入
販
売
業
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
定
め
た
医
薬
品
及
び
医
薬
部
外
品
の
輸
入
販
売
管
理
及
び
品
質
管
理
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
六
十
二
号
）
に
よ

り
、
輸
入
し
よ
う
と
す
る
製
品
が
適
正
な
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
下
で
製
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
し
、

三



そ
の
記
録
を
保
存
す
る
こ
と
等
を
許
可
の
要
件
と
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、
輸
入
販
売
業
者
に
対
す
る
立
入
検
査
を

行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

遺
伝
子
組
換
え
第
�
因
子
製
剤
を
含
む
血
液
凝
固
第
�
因
子
製
剤
に
つ
い
て
は
、そ
の
安
定
的
な
供
給
を
確
保
す
る
た
め
、

在
庫
の
状
況
を
常
時
把
握
す
る
と
と
も
に
、
製
造
及
び
輸
入
の
見
込
み
も
可
能
な
限
り
早
期
に
把
握
す
る
よ
う
努
め
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
治
療
に
必
要
な
供
給
量
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
に
応
じ
、
製
造
業
者
等
に
対
す
る
増
産
等
の
指
導
を

行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
血
液
製
剤
に
つ
い
て
は
、
日
本
赤
十
字
社
等
が
自
主
的
に
適
正
な
量
の
在
庫
を
保
有
し
、
供
給
不
足
が
生
じ
な
い

し
よ
う

よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
毎
年
度
日
本
赤
十
字
社
、
製
造
業
者
等
が
協
議
し
、
国
内
に
お
け
る
原
料
血
漿
の
配
分
計
画
を
決

定
す
る
こ
と
と
し
、
需
要
に
見
合
っ
た
量
の
各
種
血
液
製
剤
が
国
内
で
製
造
さ
れ
る
よ
う
努
め
て
い
る
。
な
お
、
原
料
血
漿

に
つ
い
て
は
、
十
分
な
量
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
成
分
献
血
の
促
進
等
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

血
漿
分
画
製
剤
を
含
む
血
液
製
剤
の
供
給
に
つ
い
て
は
、
「
血
液
行
政
の
在
り
方
に
関
す
る
懇
談
会
報
告
書
」
（
平
成
九

四



年
十
二
月
十
二
日
）
に
お
い
て
、
倫
理
的
、
国
際
的
な
観
点
等
か
ら
平
成
二
十
年
を
目
標
と
し
て
国
内
自
給
を
達
成
す
る
よ

う
各
種
の
対
策
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
と
提
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
そ
の
後
の
中
央
薬
事
審
議
会
の
議
論
も
踏
ま
え
て
、
国

内
献
血
に
よ
る
原
料
血
漿
の
確
保
量
の
増
加
、
血
液
製
剤
の
使
用
の
適
正
化
等
の
対
策
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五


